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セ ン チ キロ

メートル メートル

1 0.01 0.00001 0.3937 0.03281 0.01094 － 0.0264 0.033 0.0055 － －

100 1 0.001 39.37 3.28083 1.0936 0.00062 2.64 3.3 0.55 0.0092 0.00025

100000 1000 1 － 3280.8 1093.6 0.62137 2640 3300 550 9.1667 0.25463

2.54 0.0254 － 1 0.08333 0.02777 － 0.06706 0.08382 0.01397 － －

30.48 0.3048 － 12 1 0.33333 － 0.80469 1.0058 0.16763 － －

91.44 0.9144 － 36 3 1 － 2.414 3.0175 0.50292 － －

160930 1609.3 1.6093 63360 5280 1760 1 4248.64 5310.8 885.12 14.752 0.40978

37.879 0.37879 0.00038 14.913 1.2427 0.41425 － 1 1.25 0.20825 － －

30.303 0.30303 0.0003 11.93 0.9942 0.3314 － 0.8 1 0.16667 － －

181.82 1.8182 0.00182 71.582 5.9652 1.9884 － 4.8 6 1 0.01667 0.00046

10909 109.09 0.10909 4295.04 357.92 119.3 0.06778 288 360 60 1 0.02778

392730 3927.3 3.9273 154620 12885 4295 2.4403 10368 12960 2160 36 1

平方 平方 平方 平方 平方
メートル キロ フィート ヤード マイル

メートル

1 0.01 0.0001 0.000001 10.764 1.196 0.000247 － 10.89 0.3025 0.001008 0.0001008

100 1 0.01 0.0001 1076.4 119.6 0.024711 0.000039 1089 30.25 0.10083 0.010083

10000 100 1 0.01 － 11960 2.4711 0.003861 108900 3025 10.083 1.0083

1000000 10000 100 1 － － 247.11 0.3861 10890000 302500 1008.3 100.83

0.092903 0.000929 0.0000093 － 1 0.11 － － 1.0117 0.0281 － －

0.83613 0.008361 0.000084 － 9 1 － － 9.1055 0.25292 － －

4046.9 40.469 0.40469 0.004047 43560 4840 1 0.00156 － － 4.08043 0.40804

2589998 25900 259 2.59 － 3097600 640 1 － － 261.15 26.115

0.091827 0.000918 0.0000092 － 0.98841 0.10982 － － 1 0.02778 － －

3.3058 0.033058 0.000331 0.000003 35.583 3.9538 － － 36 1 0.00333 0.00033

991.74 9.9174 0.099174 0.000992 － 1186.1 0.24507 0.000382 10800 300 1 0.1

9917.36 99.1736 0.991736 0.009917 － 11861 2.4507 0.003829 108000 3000 10 1

立方 立方デシ 立方 立方 立方 立方
センチ メートル メートル インチ フィート ヤード
メートル （リットル）

1 0.001 0.000001 0.061024 0.000035 － － － 0.00004 － － －

1000 1 0.001 61.024 0.03531 － 2.1134 0.26417 0.03594 0.55435 － －

1000000 1000 1 61024 35.315 1.30795 2113.4 264.17 35.937 － 5.5435 0.16637

16.387 0.01638 0.000016 1 － － － － － － － －

28317 28.317 0.02831 1728 1 0.03704 － 7.4805 1.0176 15.698 0.15698 －

764559.8 764.56 0.76456 46656 27 1 － 201.97 27.475 423.83 4.2381 0.12719

473.18 0.47318 － 28.875 － － 1 0.125 － 0.26231 － －

3785.4 3.7854 0.00378 231 0.13368 － 8 1 0.13604 2.0983 0.020983 －

27826 27.826 0.02783 1698.1 0.98274 0.0367 － 7.3509 1 15.426 0.15426 0.00463

1803.9 1.8039 － 110.08 0.063704 － 3.8123 0.47657 0.064827 1 0.01 0.0003

180390 180.39 0.18039 11008 6.3704 0.23668 381.23 47.654 6.4827 100 1 0.03001

－ 6010.5 6.0105 － 212.26 7.8615 － － 216 3331.9 33.319 1

グラム キログラム トン（瓲） グレイン オンス ポンド 米トン 英トン 匁 斤 貫

1 0.001 － 15.432 0.03527 0.0022 － － 0.26667 0.00167 －

1000 1 0.001 15432 35.273 2.2046 0.0011 0.00098 266.67 1.6667 0.26667

1000000 1000 1 － － 2204.6 1.1023 0.98421 － 1666.7 266.67

0.0648 － － 1 0.00229 0.000743 － － 0.01728 0.00108 －

28.35 0.02835 － 437.5 1 0.0625 － － 7.56 0.04725 －

453.6 0.4536 0.000454 7000 16 1 0.0005 0.00045 120.96 0.756 0.12096

－ 907.18 0.90718 － 32000 2000 1 0.8929 － 1512 241.92

－ 1016.05 1.01605 － 35840 2240 1.12 1 270944 1693.4 270.95

3.75 － － 57.872 0.13228 0.00827 － － 1 － －

600 0.6 0.0006 9259.6 21.164 1.3228 － － 160 1 0.16

3750 3.75 0.00375 57872 132.28 8.2673 0.00416 0.00369 1000 6.25 1
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● 統 計 用 語 解 説
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か

離婚率

夫婦と未婚で独立前の子どもから成る家族を、人類の最も基本的かつ中核的形態と考
え、こう呼んでいる。国勢調査では、調査単位である一般世帯を世帯主との続柄に基
づいて各種の家族類型に区分し、夫婦のみ、夫婦と子ども、父親又は母親と子どもか
ら成る家族を、核家族世帯としている。平成２２年国勢調査におけるわが国の核家族世
帯の割合は、一般世帯数の５６．４パーセント（南風原町では、７１．４パーセント）であ
る。

　外国人登録人口

基本単位区

　核家族

外国人登録法の規定に基づき外国人登録原票に登録された人口。本邦に在留する
外国人は、本邦入国の日から九十日以内に、本邦において外国人となったとき又は出
生その他の事由により本邦に在留することとなったときはその日から六十日以内に、そ
の居住地の市町村長に対し、登録の申請をしなければならないこととされている。

世帯

事業所

人口集中地区（ＤＩＤ）

自然増加

昼間人口

常住人口

人口増加率

人口ピラミッド

人口動態統計

生産年齢人口

人口密度

【 は じ め に 】

用語は、五十音順に配列してあります。

この用語解説の作成にあたっては、統計小事典（財団法人日本統計協会発
行）、その他の資料を参考にさせていただきました。

【 用 語 目 次 】

完全失業者
完全失業率

外国人登録人口
核家族

-187-



－ 188 － － 189 － 

付　録

付　録

せ

ち

り

人口全体に対する離婚の発生頻度を表す指標。通常１,０００人当たりの
離婚件数として表される。普通離婚率とも呼ばれる。

　人口ピラミッド

人口の男女別年齢構成を示すためのグラフで、縦軸に年齢をとり、横軸
左側に対応する年齢の男子人口数又は総人口に占めるその割合を、
横軸右側に対応する年齢の女子人口数又は総人口に占めるその割合
を示したもの。横軸に人口数をとったものを「絶対ピラミッド」、横軸に割
合をとったものを「相対ピラミッド」と呼ぶ。その形の変化により人口の年
齢構成の変化が明瞭に現れる。わが国の人口ピラミッドは、戦後の昭和
２５年までは「富士山型」をしていたが、出生率の急激な低下により「つ
ぼ型」となり、その後、第２次ベビーブームの影響により「ひょうたん型」と
なった。

単位面積当たりの人口数をいい、人口の地域分布を測る指標の一つと
して用いられる。国や市町村の人口密度は、その面積を分母として計算
されるが、人の居住が困難な河川、湖沼、山岳地、砂漠などの面積も含
まれており、人口の地域分布を実態として反映していないという批判が
ある。現実的には、居住可能地面積を算定することは難しい。

国勢調査における現在人口又は常住人口は、１０月１日午前零時現在
という夜間の状態で把握されるため、「夜間人口」とも呼ばれるが、これ
に対して、昼間の状態で把握された人口をいう。国勢調査における昼間
人口は、この夜間人口（常住人口）に他地域から流入する通勤通学人
口（従業先又は通学先が当該地域にある者）を加え、他地域へ流出す
る人口（従業先又は通学先が他地域にある者）を差し引くことによって算
出される。したがって、この昼間人口には、買物客、旅行者などの非定
常的移動は加味されていない。

　離婚率

　人口密度

　生産年齢人口

　世帯

　昼間人口

住居と生計を共にしている者の集まり、又はひとりで生計を営んでいる
単身者をいう。多くの場合、世帯は家族と一致するが、世帯と家族の概
念は同一ではない。わが国の国勢調査で用いられている世帯の定義は
次のとおりで、「一般世帯」と「施設等の世帯」に分けられている。「一般
世帯」は、（１）住居と生計を共にしている者の集まり、または１戸を構え
て住んでいる単身者（ただし、住み込みの雇人は、人数に関係なく雇主
の世帯に含める）、（２）上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持し
ている間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者、（３）会
社・団体・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者。
「施設等の世帯」は、寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所の入院者、
社会施設の入所者、自衛隊営舎内居住者、矯正施設の入所者などの
集まりで、棟ごと、施設ごとなどの単位にまとめて１つの世帯とする。ただ
し、住居不特定者は一人一人を１つの世帯とする。なお、農林業センサ
ス、家計調査及び国民生活基本調査など調査によって定義に若干の
違いがある。

青壮年人口とも呼ばれる働き盛りの人口のことで、その多くが労働力とし
て生産活動を行っているところから、経済的観念が入り込んでそう呼ば
れているが、実際に働いているかどうかは問われない。各国の事情によ
り区分の年齢に差異がある。わが国では、国連の区分と同様に１５歳以
上６５歳未満としている。義務教育修了年齢から１５歳以上としているも
のと思われるが、最近の高学歴化が進行している実態にそぐわないとい
う批判がある。
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　人口動態統計

都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として、昭和３５年
（1９６０年）国勢調査時に新たに設定されたもの。国勢調査の基本単位
区を基礎単位として、①原則として人口密度が１平方キロメートル当たり
４，０００人以上の基本単位区が市区町村の境域内で互いに隣接して、
②それらの隣接した地域の人口が５，０００人以上を有する地域を「人口
集中地区」とする。平成２２年国勢調査結果によれば、南風原町の面積
の３６．７パーセントが人口集中地区で、そこに人口の７１．７パーセント
が住んでいる。

特定の期間における人口の増加数を期間当初の人口数で除した数値
（百分率）をいう。

特定期間における人口の変化を直接もたらす要因となる出生、死亡、
人口移動、婚姻、離婚などに関する統計をいう。なお、厚生労働省が行
う人口動態調査においては、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚を調査
するが、人口移動は含んでいない。狭義においては、これを人口動態
統計という。

小地域統計の充実等を図るため、国勢調査の調査区設定の基礎として
平成２年から導入された。基本単位区の区画方法は、住居表示に関す
る法律に基づき街区方式による住居表示を実施している地域について
は、原則として一つの街区を一つの基本単位区とし、街区方式による住
居表示を実施していない地域については、街区に準じた小区画を基本
単位区としている。

　完全失業者

　完全失業率

　基本単位区

国勢調査や労働力調査において、調査期間中、収入になる仕事を少し
もしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ、職業安定
所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人をいう。

労働力人口に占める完全失業者の割合（百分率）。労働力需給のバラ
ンスを示す指標である。国勢調査における南風原町の完全失業率は、
７．２５パーセントである。

調査時において、調査の場所に常住している人口をいう。国勢調査に
おける人口の概念であり、「常住している」とは、原則として、同一場所に
３ヵ月以上にわたって住んでいるか、住むことになっている場合をいい、
その他の者はその時居た場所に常住しているとみなすものとされてい
る。

　常住人口

　人口増加率

　人口集中地区（ＤＩＤs）

　事業所

工場、商店、事務所、農家、学校などのように、物の生産又はサービス
の提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われている個々の場所
をいう。官公庁、寺院、教会、労働組合なども事業所である.行商や個人
タクシーなどのように働く場所が一定していない者、著述家、画家など
で、特に仕事場を持たない者は、それぞれ住居を事業所とみなすことに
なっている。

特定期間における出生数と死亡数の差をいう。自然増加は、時には、
「自然増」とも呼ばれる。死亡数が出生数を上回る時は、「自然減（少）」
ということもある。

　自然増加
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人口全体に対する離婚の発生頻度を表す指標。通常１,０００人当たりの
離婚件数として表される。普通離婚率とも呼ばれる。

　人口ピラミッド

人口の男女別年齢構成を示すためのグラフで、縦軸に年齢をとり、横軸
左側に対応する年齢の男子人口数又は総人口に占めるその割合を、
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を示したもの。横軸に人口数をとったものを「絶対ピラミッド」、横軸に割
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齢構成の変化が明瞭に現れる。わが国の人口ピラミッドは、戦後の昭和
２５年までは「富士山型」をしていたが、出生率の急激な低下により「つ
ぼ型」となり、その後、第２次ベビーブームの影響により「ひょうたん型」と
なった。

単位面積当たりの人口数をいい、人口の地域分布を測る指標の一つと
して用いられる。国や市町村の人口密度は、その面積を分母として計算
されるが、人の居住が困難な河川、湖沼、山岳地、砂漠などの面積も含
まれており、人口の地域分布を実態として反映していないという批判が
ある。現実的には、居住可能地面積を算定することは難しい。

国勢調査における現在人口又は常住人口は、１０月１日午前零時現在
という夜間の状態で把握されるため、「夜間人口」とも呼ばれるが、これ
に対して、昼間の状態で把握された人口をいう。国勢調査における昼間
人口は、この夜間人口（常住人口）に他地域から流入する通勤通学人
口（従業先又は通学先が当該地域にある者）を加え、他地域へ流出す
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念は同一ではない。わが国の国勢調査で用いられている世帯の定義は
次のとおりで、「一般世帯」と「施設等の世帯」に分けられている。「一般
世帯」は、（１）住居と生計を共にしている者の集まり、または１戸を構え
て住んでいる単身者（ただし、住み込みの雇人は、人数に関係なく雇主
の世帯に含める）、（２）上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持し
ている間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者、（３）会
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集まりで、棟ごと、施設ごとなどの単位にまとめて１つの世帯とする。ただ
し、住居不特定者は一人一人を１つの世帯とする。なお、農林業センサ
ス、家計調査及び国民生活基本調査など調査によって定義に若干の
違いがある。

青壮年人口とも呼ばれる働き盛りの人口のことで、その多くが労働力とし
て生産活動を行っているところから、経済的観念が入り込んでそう呼ば
れているが、実際に働いているかどうかは問われない。各国の事情によ
り区分の年齢に差異がある。わが国では、国連の区分と同様に１５歳以
上６５歳未満としている。義務教育修了年齢から１５歳以上としているも
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都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として、昭和３５年
（1９６０年）国勢調査時に新たに設定されたもの。国勢調査の基本単位
区を基礎単位として、①原則として人口密度が１平方キロメートル当たり
４，０００人以上の基本単位区が市区町村の境域内で互いに隣接して、
②それらの隣接した地域の人口が５，０００人以上を有する地域を「人口
集中地区」とする。平成２２年国勢調査結果によれば、南風原町の面積
の３６．７パーセントが人口集中地区で、そこに人口の７１．７パーセント
が住んでいる。

特定の期間における人口の増加数を期間当初の人口数で除した数値
（百分率）をいう。

特定期間における人口の変化を直接もたらす要因となる出生、死亡、
人口移動、婚姻、離婚などに関する統計をいう。なお、厚生労働省が行
う人口動態調査においては、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚を調査
するが、人口移動は含んでいない。狭義においては、これを人口動態
統計という。

小地域統計の充実等を図るため、国勢調査の調査区設定の基礎として
平成２年から導入された。基本単位区の区画方法は、住居表示に関す
る法律に基づき街区方式による住居表示を実施している地域について
は、原則として一つの街区を一つの基本単位区とし、街区方式による住
居表示を実施していない地域については、街区に準じた小区画を基本
単位区としている。

　完全失業者

　完全失業率

　基本単位区

国勢調査や労働力調査において、調査期間中、収入になる仕事を少し
もしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ、職業安定
所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人をいう。

労働力人口に占める完全失業者の割合（百分率）。労働力需給のバラ
ンスを示す指標である。国勢調査における南風原町の完全失業率は、
７．２５パーセントである。

調査時において、調査の場所に常住している人口をいう。国勢調査に
おける人口の概念であり、「常住している」とは、原則として、同一場所に
３ヵ月以上にわたって住んでいるか、住むことになっている場合をいい、
その他の者はその時居た場所に常住しているとみなすものとされてい
る。

　常住人口

　人口増加率

　人口集中地区（ＤＩＤs）

　事業所

工場、商店、事務所、農家、学校などのように、物の生産又はサービス
の提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われている個々の場所
をいう。官公庁、寺院、教会、労働組合なども事業所である.行商や個人
タクシーなどのように働く場所が一定していない者、著述家、画家など
で、特に仕事場を持たない者は、それぞれ住居を事業所とみなすことに
なっている。

特定期間における出生数と死亡数の差をいう。自然増加は、時には、
「自然増」とも呼ばれる。死亡数が出生数を上回る時は、「自然減（少）」
ということもある。

　自然増加
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